
函館市公害防止条例改正検討委員会の運営について

１ 会議等の公開・非公開について

函館市情報公開条例第２６条の規定に基づき会議等を公開することとし，

公開する内容は次に掲げるとおりとする。(3)を除き，市のＷｅｂページ等

に掲載することとし，(3)については，報道機関席および傍聴席を用意する。

なお，会議の内容が，同条ただし書に該当するおそれがある場合において

は，委員会に諮って公開または非公開を定めるものとする。

(1) 委員名簿

(2) 市民向けの開催案内

(3) 会議

(4) 会議資料

(5) 会議録

(6) 検討結果報告書

函館市情報公開条例＜抜粋＞

（会議の公開）

第26条 実施機関に置く附属機関およびこれに類する合議制の機関の会議は，これを公開するものとす

る。ただし，当該会議における審議の内容が許可，認可等の審査，行政不服審査，紛争処理，試験に

関する事務等に係るものであって，会議を公開することが適当でないと認められるときは，この限り

でない。

２ 会議録の作成について

(1) 市が逐語に近い形で会議録を作成し，速やかに電子メール等で各委員に

配布する。

(2) 各委員からの修正意見等を集約し，会議録を修正する。

(3) 委員から会議録について了承を得た後，市のWebページ等で公開する。

資料３


